
 

 

 

令 和  ８ 年  度  
 

由 利 本 荘 市 職 員 採 用 試 験  

受 験 案 内 
 

 

行 政 職 
公 務 員 経 験 者 

 技 術 職（土木） 

 

 

 

 

国、都道府県又は市町村等で勤務した経験のある方を対象に、公務員として培った 

知識やスキルを生かし、即戦力として活躍していただける人材を求めています。 

 

 

 

 

 

受付期間   令和８年７月１５日(水)午前８時３０分～８月１２日(水)午後５時まで 

 

    申込方法  インターネット（電子申請）から申込み 

 

  試 験 日  第一次試験 令和８年８月２４日（月）～９月２３日（水） 

 

 

 

 

 

       

  

問い合わせ先 

  由利本荘市総務部総務課 

   〒015-8501  秋田県由利本荘市尾崎１７番地 

電  話 ０１８４－２４－６２１６(直通) 

  E-mail  soumu@city.yurihonjo.lg.jp 

 

 



 

１．採用予定職種及び採用予定人員 

職 種 採用予定人数 職務内容 

行 政 職 １名程度 
様々な施策の企画立案・執行や窓口業務、庶務などの一般 

行政事務に従事します。 

技 術 職 (土 木 ) １名程度 
道路・下水道等の維持管理や、林道・漁港の整備等に関する 

業務に従事します。 

 

２．受験資格 

職 種 受 験 資 格 

行 政 職 

昭和６２年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた者で、申込日から起 

算して過去１０年間に、国、都道府県又は市町村等の正規職員として一般行政事務 

またはこれに準じた職務経験が５年以上ある者。（学歴区分なし） 

技術職(土木) 

昭和６２年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた者で、申込日から起 

算して過去１０年間に、国、都道府県又は市町村等の正規職員として土木職の職務 

経験が５年以上ある者。（学歴区分なし） 

※ 「行政職」、「技術職（土木）」は併願できません。 

※ 「正規職員」には、臨時的任用職員、任期付職員、会計年度任用職員、非常勤職員等の職員は含みません。 

   ※ 「職務経験」とは 

    ・ 正規職員として、１年以上継続して就業した期間とします。 

    ・ 休暇、休業、休職等のため、連続して１か月を超えて業務に従事しない期間（産前産後休暇期間を除く）は職務 

経験年数から除きます。 

    ・ 停職の処分をされた期間は職務経験年数から除きます。 

        ・ 職務経験が複数の場合は、通算することができます。 

    ・ 職務経験年数は、月単位で計算します。職務従事期間が１か月未満の月については、すべてを合算して３０日を 

もって１か月と換算します。さらに１か月未満の端数が生じた場合は、１５日以上は１か月として計算し、１４ 

日以下は切り捨てることとします。 

   ※ 最終合格後、職務経歴証明書等を提出していただきます。受験資格を満たしていることが証明できない場合は、採 

用されません。 

   ＊次のいずれかに該当する者は、応募できません。 

  （ア）日本の国籍を有しない者 

  （イ）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

  （ウ）由利本荘市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  （エ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主 

張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

    

３．試験の日時、場所、試験の方法  

 （１）第一次試験 

 試験日 試験内容 試験会場 

行 政 職 令和８年８月２４日（月） 

   ～９月２３日（水） 

職務基礎力試験 

（ＢＥＳＴ） 
全国のテストセンター 

技術職（土木） 

  ※ 出題内容：論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、国内外の社会情勢への 

理解等を確認するための基礎的な出題。 

    ※ 「国内外の社会情勢への理解等」の問題では、公的部門の職員として必要な基礎知識（社会常識や義務教育の中で 

学んだことなど）や、ニュース等で報道された内容が出題されます。 



 （２）第二次試験（詳細は第一次試験合格者に通知） 

    ・試 験 日 令和８年１０月２６日（月） 

・試験会場 第一次試験の合格者に通知します。 

・試験内容 個別面接試験 

     ※試験日及び試験内容は現在の予定であり、変更となる場合があります。 

 

４．申込手続 

  必ずインターネット（電子申請）から申し込んでください。   

（持参・郵送は受付できません） 
                                       
電子申請ＵＲＬ：  

https://ttzk.graffer.jp/city-yurihonjo/smart-apply/apply-procedure-alias/20260824 
 

   ※受験申込手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

５．受験票の交付 

  受験票は、令和８年８月中旬以降メールでお送りする予定です。 

令和８年９月１０日（木）までに受験票が届かない場合は、由利本荘市総務部総務課へお問い合わせください。 

※第一次試験には受験票は必要ありません。 

 

６．合格発表 

 （１）第一次試験合格者発表 

     令和８年１０月９日（金）に由利本荘市のホームページに掲載し、合格者には本人宛通知します。 

 （２）第二次試験合格者発表 

     令和８年１１月１１日（水）に由利本荘市のホームページに掲載し、本人宛通知します。 

 

７．試験結果の開示 

  試験の結果については、本人に限り開示を請求することができます。受験者本人が本人であることを証明す 

 る書類（受験票等）を持参の上、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時までの間に次の開示場 

所へ直接おいでください。電話・メール等による開示はできません。 

 

④ 受付期間終了後、試験会場予約用メール「受験用ＩＤ発行のお知らせ」により、試験会場予約用ロ 

グインＩＤ等を送信します。 

 メールに従い、試験会場の予約をして受験してください。 

① 受付期間内に上記ＵＲＬまたは二次元コードより「由利本荘市スマート申請」にアクセスし、受験申

込みを行ってください。 

 ※入力中に受付期間の終了時間を迎えた場合は、申込みを受付できませんので余裕をもって行ってください。 

② 申込みが受け付けられると、「申請受け付けのお知らせ」メールが届きます。 

※この時点では申込みは完了しておりません。 

※申込み内容に不備があった場合、「申請が差し戻されました」メールが届きますので、必ず確認してください。 

③ 内容の確認が完了すると「処理完了のお知らせ」メールが届き、申込みが完了です。 



開示請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

１次試験不合格者 １次試験の得点 
１次試験合格発表の日

から１か月間 

由利本荘市役所 

総務部総務課 

（秋田県由利本荘市 

尾崎１７） 
２次試験受験者 ２次試験の得点 

最終合格発表の日から

１か月間 

 

８．合格から採用まで 

 （１）令和９年４月１日に由利本荘市職員として採用の予定です。 

  （２）職種によっては、最終合格のほかに補欠合格を決定する場合があります。最終合格者の辞退等により欠員 

が生じた場合、成績順に採用を決定します。 

 補欠合格の有効期間は、第二次試験の合格発表の日から令和８年１２月末日までとなります。この期間に 

最終合格者に繰り上がらなかった場合は、その資格を失うことになります。 

 （３）採用予定日までに、普通自動車免許を取得していただきます。 

   （ただし、特別な事情がある場合を除きます）  

 

９．勤務条件 

 （１）給与の例（令和８年４月１日現在） 

    年齢及び経験年数 給料月額 

大学を卒業し、国や地方公共団体での職務経験が５年あり、採用時の年

齢が２７歳の場合 
２６４,８８９円 

大学を卒業し、国や地方公共団体での職務経験が１０年あり、採用時の

年齢が３２歳の場合 
２９５,５３０円 

大学を卒業し、国や地方公共団体での職務経験が１５年あり、採用時の

年齢が３７歳の場合 
３１９,２１７円 

高校を卒業し、国や地方公共団体での職務経験が７年あり、採用時の年

齢が２５歳の場合 
２４７,７５４円 

高校を卒業し、国や地方公共団体での職務経験が１２年あり、採用時の

年齢が３０歳の場合 
２８２,５２８円 

高校を卒業し、国や地方公共団体での職務経験が１７年あり、採用時の

年齢が３５歳の場合 
３０５,３０８円 

   ＊年齢、職務経験、学歴等により加算される場合があります。 

   ＊他に扶養手当､通勤手当､期末手当､勤勉手当､住居手当等の諸手当が支給されます。 

 （２）勤務時間 

    原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

（休憩時間：正午から午後１時） 

 （３）休 暇 等 

    年間２０日（採用年は１５日）の年次有給休暇や病気休暇、ボランティア休暇・結婚休暇・夏季休暇など 

の特別休暇や介護休暇、育児休業等があります。 

 

１０．その他 

申込み内容に虚偽の申請があった場合は、採用を取り消すことがあります。 

提出いただいた書類は、お返ししません。  


